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１ 指定管理者評価業務について 

(1) 要求水準・提案等の確実な執行 
   戸塚区民文化センターは、平成 25 年９月の開館以来、戸塚区の文化芸術創造拠点と

して、より良い施設を目指し、日々管理運営を行っている。 
当施設は開館から６年が経ち、15 年間の指定管理期間のうちの中期に入ってきたた

め、施設を取り巻く環境も大きく変わり始める時期を迎えている。要求水準書や提案

書等に基づく適正な管理運営にとどまらず、地域の文化振興により大きな影響を与え

られる施設となるよう、これまでの実績を振り返り、今後のさらなる向上を図ってい

く必要がある。 
また、平成 27 年度に指定管理者選定評価委員会による外部評価を受けており、評価

結果から抽出された課題等に対し、どのような取組を実施しているのか、これを振り

返ることも重要である。 
本委員会では、平成 29 及び 30 年度における指定管理の事業実績に対し、事業報告

書、指定管理者自己評価、モニタリング、行政評価をもとに、横浜市戸塚区民文化セ

ンター指定管理者選定評価委員会による評価を受け、これを今後の施設運営に反映さ

せていくことを目的とする。 
 

(2) 執行確認としての評価 
    要求水準等では、執行状況を確認するために、次に示す仕組みを設定しています。 

ア 提案 
本事業においては、文化芸術活動の状況が、長期的には変化することが予想され

るため、次のような提案を求めるものとする。 
ａ 事業実施期間（約 17 年間）の事業方針 
ｂ 事業実施期間（約 17 年間）の運営方針 
ｃ 開館準備期間及び開館記念事業の事業計画 
ｄ 開館から５か年の中期事業計画方針 
ｅ 開館から３か年の各年度事業計画（収支計画含む） 
ｆ 事業計画概要、事業計画概要を踏まえた次年度事業計画（収支計画含む） 
ｇ ４年次に次期５か年の中期事業計画案を提出する 
ｈ ９年次に 11 年次以降の中期事業計画案を提出する。 

イ 事業報告 
各年度終了後に事業報告として、 運営実績、文化事業、収支等を報告する。 

ウ 自己評価 
利用者から施設運営に関する意見聴取などを実施し、自己評価を行う。 

  エ モニタリング及び実績評価 
区によるモニタリング及び実績評価を行う。 
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オ 区が行う行政評価 
区は、事業報告書とモニタリング結果を踏まえ行政評価を実施する。 

カ 評価委員会 
選定事業者は、区民文化センター管理運営・事業実施業務に関する評価を行うた

めに区が設置する評価委員会の評価を受けるものとする。 
 

(3) 評価の通知と公表 
   上記(2)の評価を報告書としてまとめ、指定管理者に通知するとともに区ホームペー

ジにて公表することを原則とする。 
 
２ 指定管理者 

(1) 事業者名    アートプレックス戸塚株式会社 
           代表取締役 星 二郎 
           所在地  横浜市西区北幸一丁目 11 番５号相鉄ＫＳビル 
  

(2) 指定管理期間  平成 25 年３月３日～平成 39 年３月 31 日 
 
３ 指定管理施設概要 

(1) 施設名称 
 横浜市戸塚区民文化センター（愛称 さくらプラザ） 

 
(2) 所在地 

横浜市戸塚区戸塚町 16-17 戸塚区総合庁舎４階、３階（一部） 
 
(3) 延床面積 

3436.98 ㎡ 
 
(4) 施設内容  
   ① ホール 
    客席：451 席（1 階席：361 席／2 階席：90 席／車椅子席：2 席／親子室：6 席） 
    説明：音響反射板を有した約 450 席のホール。反射板を収納することで、演劇やダ

ンス公演でも利用可能な設備。 
   ② ギャラリー 
    面積：A／約 110 ㎡ B／約 130 ㎡ 高さ 3.6ｍ 
    説明：可動壁で様々なレイアウトで使用可能。絵画や写真工芸などの多彩な展示が

開かれている。 
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   ③ リハーサル室 
    面積：約 111 ㎡（収容人数 100 名） 
    説明：本番利用も可能なリハーサル室。ピアノや歌の発表会などにも利用されてい

る。ピアノは YAMAHA のセミコンサートピアノであり、音響ワゴンやマイク・

スピーカーも揃っている。 
④ 練習室１ 

    面積：約 40 ㎡（収容人数 20 人） 
    説明：アップライトピアノがあり、コーラスの練習や、楽器の練習に適している。 
   ⑤ 練習室２ 
    面積：約 30 ㎡（収容人数 10 人) 
    説明：バンド演奏に適していて、電子ピアノ・ドラムセット・各アンプ・音響ワゴ

ンが設置されている。 
   ⑥ 練習室３ 
    面積：約 30 ㎡（収容人数 10 人） 
    説明：少人数のダンス練習から管楽器の練習まで幅広く利用可能。 
   ⑦ 練習室４（創作室） 
    面積：約 58 ㎡（収容人数 24 人） 
    説明：20 人ほどのアンサンブルなど室内楽の練習に適している。手芸・工芸・デッ

サンなどの創作活動にも利用可能。 
 
４ 区民文化センターの基本的な考え方 

(1) 区民文化センターが果たすべき機能 

区民文化センターは、地域の文化芸術創造拠点施設として、鑑賞や創作・練習、発

表など区民の身近な活動の場としてはもとより、その役割を十分に発揮していくため、

以下の機能を有するものとする。 
a 文化芸術活動の発表、創作・練習、鑑賞の場としての機能 
b 創造力の育成支援を行う機能 
c 市民交流や情報交換、相談を担う機能 
d 地域の文化資源のネットワーク拠点としての機能 
e 人材育成の機能 

 
(2) 戸塚区民文化センターの基本理念 

上記の区民文化センターが果たすべき機能を踏まえ、戸塚区民文化センターについ

ては、以下の基本理念に基づいて整備・運営を実施するものとする。 

『まちを元気にする私たちのアートステーション』 

～市民の主体的な活動で、まちを活性化する文化芸術拠点～ 
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区民文化センターは、子ども・青少年から高齢者までの様々な世代・ライフステー

ジの市民の活動を対象とする。市民の主体的な活動を支援するため、市民が自ら発表

を行うためのホール、様々な創作活動を支える練習施設、活動のための情報コーナー

や、運営に携わる人材を備え、市民が文化芸術活動を相互に発信したり、交流したり

する拠点（ステーション）とする。この施設を核として地域へ文化芸術を展開し、ま

ちを活性化することを目的とする。 
 
(3) 施設コンセプト 

a 文化芸術によるまちづくりを進める拠点 
b 誰もが身近に文化芸術に親しむ場 
c 文化芸術活動に打ち込める場 
d 様々な世代が交流する場 
e 文化芸術を育てる場 
f 文化芸術活動のネットワークの拠点 

 
５ 平成 29年度、平成 30年度事業実施計画 

(1) 施設の利用に関する業務 
   開館時間及び休業日に関する基本要件に加え、稼働率・入場者数の目標値を設定し、

稼働率の向上や賑わいの創出に努める。また、新規利用者の獲得、既存利用者の利用

頻度向上を図るため、練習室の譜面台やギャラリーのスポットライト無料キャンペー

ン等の割引制度を継続的に実施する。 

 
(2) 会議の実施 
① 維持管理運営部会 

  PFI事業全体の会議に出席し、月次報告等を行う。 

② 優先予約利用調整会議 

   優先予約について、地域振興課と調整会議を行う。 
③ 区民文化センター会議 

   館長及び各業務責任者による責任者会議を月１回以上、各セクションの会議を

月に１回以上、職員全体会議を月１回以上開催する。 
④ その他会議 

   市や区、SPC が主催する会議について、要請に応じて出席する。 
 
(3) 市民活動促進事業 
① 施設広報 

市民を始めとする施設利用者に対し、ＨＰ等の広報媒体により、施設の空き状況
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や利用方法を公開し、利用者が使いやすい環境を整備する。施設内に月間催事予定

表などを掲示する。 

② 利用者の安全確保 

利用者の演出の要望に応えながらも施設の安全を確保し、より高い満足感が得ら

れるよう支援するとともに、事務の効率化を図る。 

③ 利用受付業務 

横浜市市民利用施設予約システムの有効利用、窓口・ＨＰ・広報誌等を用いて十

分な告知をすることで、利用ルールの周知徹底を図るとともに施設の平等利用に努

める。 

④ 新規利用者の開拓 

市民の芸術文化活動状況を把握・分析して利用者動向をつかみ、積極的に誘致営

業活動に努める。 

⑤ リピーターの確保 

サービスの向上と利用者の立場に立った運営により、リピーター確保に努める。 

⑥ 付加価値の提供 

貸し出し施設の他、駐車場・レストランなどについて丁寧な説明を行い、より機

能的な利用のサポートをする。 

⑦ 相談･助言･紹介機能 

常駐する専門家による利用者への演出的アドバイスなどの相談･助言を行う。利用

者の要望にあわせて、別途有料にて技術者派遣・フード・サイン類のサポートサー

ビスをすることで利用者の利便性を図る。 

 
(4) 広報事業 

区民文化センター「さくらプラザ」オリジナル情報紙を隔月発行するとともに、HP

を適宜更新し、各自主事業の情報チラシを活用した周知を行う。 

また、積極的に地元企業・学校等への広報依頼と販売協力に取り組み、新聞折込等

による広報営業活動を行う。 

その他、新聞等メディアの取材、ＴＶ、自主事業など近隣自治体文化施設等のポス

ター・チラシの配置など連携するとともに情報提供の充実を図る。 

 
(5) チケット販売 
① 自主事業のチケット販売 

    各年度に指定管理者が行う自主事業のチケット販売を行う。 

施設窓口だけではなく、利用者が日常の中で情報に触れられる環境に配慮した告

知展開が行えるよう、オンラインなどを利用し、利便性を高める。 
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② その他のチケット販売 

市民の利便性を高めるため、施設利用者や市内外他施設の公演チケットの委託販

売を受付窓口にて実施する。委託販売手数料は指定管理者の収入として計上する。 

 

６ 評価 

(1) 評価の方法 
  ・平成 29 年度、平成 30 年度事業を評価の対象とする。 
  ・『戸塚駅西口第１地区第二種市街地再開発事業に伴う公益施設整備事業要求水準書の

「第９ 運営業務要求水準 ２ 区民文化センター管理運営・事業実施業務 (2)業
務実施条件」』 から評価項目を設定した。 

   その他、委員会が評価対象とした業務内容について、新規で評価項目を設定した。 
  ・指定管理者が、項目ごとに目標を設定し、これに対する実績報告と自己評価を行った。 
  ・区が指定管理者から提出された事業計画書、事業報告書、モニタリング、自己評価

をもとに行政評価を行った。 
  ・自己評価、行政評価等をもとに評価委員会が外部評価を行い、評価表を作成した。 
 

(2) 評価基準  
  評価表の項目ごとの評点は以下のとおりとした。 

評点 点数 説明 
Ａ ４～５点 標準を上回っていた。 
Ｂ ３～４点 概ね標準を達成できた。 
Ｃ １～３点 標準を下回っていた。 
Ｄ ０点 標準を大きく下回っていた。 

 
(3) 評価委員会による総評 
【業務実施条件】 
 〇業務実施体制 
  業務責任者、各事業責任職、業務担当者の配置について、要求水準のとおりに適正

に配置されている。また、アウトリーチ事業における補助職員を採用することで、積

極的な姿勢が見える。職員向けに様々な研修を実施しているので、特に全員を対象と

しているものについては、年度途中の採用者も含め確実に実施されたい。 
 〇施設の開館日等 
  休館、開館時間変更などの手続きについては、横浜市区民文化センター条例施行規

則第２条第２項、戸塚区民文化センター利用細則第２条第２項で定められたとおり、

適正に処理されている。 
 〇利用料金等 
  ホールの利用料金体系にリハーサル区分を新設した点や、譜面台の無料キャンペーン
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を継続して実施している点から、ホール等の利用促進を図っていることが評価できる。 
【施設運営業務】 
 〇利用受付関連業務 
  受付の対応が丁寧に実施されており、適正に実施されている。一方で、一般の利用

者にとって、優先予約の基準が分かりづらいため、より具体的に定めてほしい。 
 〇利用料金の徴収事務 
  現金の収受と管理について、適正に管理されている。利用料の減免を行う際には、

公益性と収入のバランスを鑑みて、適正な基準のもとに実施されたい。 
〇施設貸出業務 

利用者との打合せを実施する際のマニュアルを整備し、ホームページ上に公開する

等、利用者への安定した対応を補償している点が評価できる。また、区内の他施設で

開催される公演のチケットの販売を実施していることも、区民の利便性向上に寄与し

ているため継続されたい。今後は、利用率の向上だけでなく、時間帯や目的に応じた

貸館事業の充実を図ってほしい。 
【舞台設備等保守管理業務】 
〇舞台設備の保守管理 

  設備の点検や修繕を計画的に実施しており、定期的な清掃も実施しているため、適

正に管理されている。今後、築年数が経過していくにつれ、予期せぬ問題等が生じる

場合には、関係各所と連携して適切に対応されたい。 
〇備品等の保守管理 

   機器の状態を定期的に確認し、利用者の要望に応じた備品の更新や追加購入を実施

できており、適正に管理されている。 
  【事業実施条件】 

〇自主事業の企画実施業務 
（A）鑑賞事業 

目標数を上回る事業数を実施しており、質の高い公演を提供できている点が評価

できる。今後は、より幅広いジャンルの公演を提供するとともに、公演ごとの振り

返りから、PR 方法等のさらなる向上を図ってほしい。 
  （B）普及・創造支援事業 

子ども向けのワークショップを継続的に開催しており、親子で参加できる事業を

幅広く提供している。また、新たなアーティストの育成に寄与するコンクール等を

開催しており、創造支援事業の目標回数も達成できている。今後は、音楽に取り組

んでいる学生が力試しとして発表できるような場の提供に力を入れてほしい。 
〇地域の文化活動支援業務 

   アウトリーチ事業として、区内の他施設や小学校に出向き、音楽に触れる機会を提

供できている。今後は、単に目標回数を達成することだけでなく、これまで実施して
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いない場所にも積極的に出向いて実施してほしい。 
〇ＰＲ等情報提供業務・相談業務 

  情報誌「SAKURA」を定期的に発行しており、内容が充実している点が評価できる。

PR の方法として、施設設備の中で優れている点や区民の文化活動の普及に寄与してい

る活動等を SNS 等も活用し、積極的に広報してほしい。 
  また、利用者からのご意見や要望を受けた際に、その内容と対応方針が広く利用者

の目に見えるように掲示をすることで、積極的に対応する姿勢を持ってほしい。 
【評価業務】 
  要求水準書等の基準に沿って、適正に行われている。 
【評価委員による新規項目】 
 〇緊急時対応について 
  施設独自の非常時マニュアルを整備し、定期的な避難訓練を実施している点や、各

利用室に避難経路図が貼り出されている点が評価できる。災害等が発生した際に、事

業を中止するか判断する基準を設ける等、緊急時の対応について区と連携できるよう

検討してほしい。 
〇コスト削減及び利用料金収入に関する取組 
 利用者数と比較し、電力等の使用量が増加している傾向が見られるので、技術的知

見も参考にエネルギー節減に努めてほしい。 
 また、リハーサル室や練習室の空き枠がある際に、SNS で情報発信しているため、

利用率向上の姿勢が見られる。利用者のニーズに応じて、現行のコマ割りや料金の見

直しも検討されたい。 
〇人材育成や組織体制・研修の実施について 
 館長を中心として、職員を受付事務・事業企画・舞台管理の３つに分けており、そ

の中で柔軟に対応しているため、効率的な業務管理に努めている。今後は、より地域

に展開できる人材を育成することも重視されたい。 
【中期的な事業展開】 
 15 年間の指定管理期間の中で中期に入っており、施設が抱える課題が多様化する時

期を迎えているため、毎年度の事業内容を振り返り、翌年度事業計画の充実を図れる

よう、PDCA サイクルを意識して運営されたい。また、地域の文化活動支援事業に力

を入れて取り組むとともに、文化芸術活動における区民の主体性を尊重し、敷居の低

い参加型事業も幅広く展開してほしい。区民のニーズに広く耳を傾け、区民と協働で

文化芸術振興ができるような施設運営の実現を期待します。 
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(4) 各評価項目の評点 
 

項目 平成 29 年度評点 平成 30 年度評点 

業務実施条件 B B 

施設運営業務 A A 

舞台設備等保守管理 B B 

事業実施業務 

（ア）自主事業の企画実施業務 

(A)鑑賞事業 

 (B)普及・創造支援事業 

（イ）地域の文化活動支援事業 

（ウ）PR 等情報提供業務 
（エ）相談業務 

A 

A 

B 

 

B 

A 

A 

B 

 

B 

評価業務 B B 
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(5) 横浜市戸塚区民文化センター指定管理者選定評価委員会 委員名簿及び開催経緯 
 

ア 委員名簿（50 音順 敬称略） 

   
氏名 所属等 

大﨑 徹 弁護士（アレイナ横浜法律事務所） 

菊池 朋子 
公益財団法人 横浜市男女共同参画推進協会 理事 

兼 男女共同参画センター横浜 館長 

田内 和男 戸塚文化協会 理事 

藤﨑 晴彦（委員長） 横浜市立大学国際商学部 准教授 

吉田 洋子（委員長職務代理） 吉田洋子まちづくり計画室 

 
 

イ 指定管理者選定評価委員会開催経緯 

   
日時、場所 審議内容等 

日時 令和元年 11 月 20 日（水） 
15 時 30 分～16 時 30 分 

場所 戸塚区役所８階中会議室２

及び戸塚区民文化センター 

１ 委員長及び職務代理者の選出について 
２ 委員会の概要等について 
３ 評価方法及び評価の進め方について 
４ 施設見学 

日時 令和２年２月 19 日（水） 
15 時 30 分～17 時 30 分 

場所 戸塚区民文化センター 
創作室（練習室４） 

１ 指定管理者業務実績および自己評価の確認 
２ 委員による指定管理者へのヒアリング 
３ 委員会の総評審議 

 



横浜市戸塚区民文化センター評価表 令和元年度

1

ア　業務実施体制

自己評価 Ｈ29 Ｈ30 行政評価 Ｈ29 Ｈ30

(ｱ)
・横浜市文化芸術施設の管理運営に長年従事した実績のある
者を配置した。

◎ ◎
横浜市内だけでなく、市外の幅広い地域における文
化芸術施設の館長を数多く経験されている者を配置
してており、適正である。

(ｲ)

・職員2名・パート2名の計4名以上の要員を配置し,常時責任者
を1名配置した（夜間は職員2名、パート1名）。
・提案上は館長を除く運営職員5名のところ、稼働率向上や事業
の多様化などの要因を鑑み、平成29年度は6名、30年度は7名
配置し円滑な運営に努めた。これにより利用者の要望への迅速
な対応、アウトリーチ事業や施設外での様々な広報・活動も円滑
に勧めることができた。

〇 〇

・開館時間内は、最低でも職員２名・パート２名以上を
配置している。
・施設の運営状況に合わせて柔軟に職員を配置して
おり、円滑な運営に努めている。
・特に力を入れて取り組んでいたパート勤務のスタッ
フを週５勤務の補助員として配置することで、活躍の
場を広げており、人材育成の面からも工夫が見られ
る。

イ　施設の開館日等

自己評価 Ｈ29 Ｈ30 行政評価 Ｈ29 Ｈ30

休館、開館時間の変更について予め区に申請し、必要な手続き
を行った。

〇 〇

平成29年度7/14, 29, 12/28, 1/4
平成30年度7/14, 7/21, 12/28, 1/4
上記日程について、夜間点検のため開館時間を17
時までに変更したが、区と事前調整を行い、必要な
手続きを適正に行っている。
また、利用者への事前周知も十分な期間を見込んで
おり、トラブル等は発生していない。今後も適正に実
施されたい。

〇 〇

ウ　利用料金等

自己評価 Ｈ29 Ｈ30 行政評価 Ｈ29 Ｈ30

・譜面台無料キャンペーンは好評により継続実施した。
・その他、開館時間の変更など区と事前に調整の上、必要な手
続きを行った。

〇 〇

条例に基づいた利用料金の設定を行っている。
平成26年から継続している譜面台無料キャンペーン
は引き続き好評である。
今後も利用者ニーズ等をしっかり把握し、利用率向
上に向けたサービスを展開していって欲しい。

〇 〇

要求水準　(2)業務実施条件（要求水準書　80ページ）

〇

開館日等

業務責任者

利用料金等

項目

項目

〇

業務担当者

項目

・市長の承認を得て定める。
・施設の有効利用・利用促進・利便性の向上等
を考慮し割引料金等の設定を検討する。

目標

文化芸術施設の管理運営に3年間以上従事し
た実績がある者を配置。

開館時間内は業務担当者として、常時2名以上
の要員を配置すること。

目標

休館日、開館時間については、選定事業者の
申請により区が決定する。

目標

01191154
テキストボックス
資料１



横浜市戸塚区民文化センター評価表 令和元年度

2

要求水準　ア　施設運営業務（要求水準書　81～83ページ）
（ア）　利用受付関連業務

自己評価 Ｈ29 Ｈ30 行政評価 Ｈ29 Ｈ30

ａ ・常時1名以上配置した。丁寧で迅速な対応に努めた。 〇 〇

平成29年度は、予約方法について、ご意見やご要望
を多数いただいていたが、大きなトラブルなく運営し
ている。また、平成30年度は、多様なお客様の受入
体制の整備に注力しており、加えて、受付の対応に
関して、目立ったご意見やご要望が挙がっておらず、
受付対応における職員のスキルの向上が見られる。
引き続き丁寧に対応することで、利用者の満足度向
上に努めていただきたい。

〇 〇

ｂ ・当該細則に則り、公平に許可を行った。 〇 〇
利用細則第６条に則り、抽選等も公平に行っているた
め、適正に管理している。

〇 〇

ｃ
・優先予約の基準に則って運用した。
・区と優先予約についての利用調整会議を毎月開催し、適正な
日数を厳守し、一般の利用に配慮した。

〇 〇

「戸塚区民文化センター優先予約及び減免に関する
基準」に則り、優先予約の決定や日数について、適
正に管理されている。今後も遵守して取り組んでほし
い。

〇 〇

（イ）　利用料金の徴収業務

自己評価 Ｈ29 Ｈ30 行政評価 Ｈ29 Ｈ30

a 適切に管理を行った。 〇 〇 適正に徴収・管理している。 〇 〇

b 適切に履行した。 〇 〇

月報及び事業報告書により、施設利用料及び付帯設
備利用料の収入額の報告を欠かさずに受けている。
また、他の収入金と別個に管理しており、適切な管理
がなされている。

〇 〇

c 適切に管理を行った。 〇 〇

・平成29年度、平成30年度ともに現金の紛失等のトラ
ブルなく運営できている。
・現金は大型金庫に保管しており、職員のみが開錠
できるように管理されている。パスワードも定期的に変
更しているため、管理は適正である。

〇 〇

d

・共催事業「ザ・ニュースペーパーLIVE」「春風亭小朝独演会」
「6月のBIG BAND PARTY」など、質の高い公演の誘致や地域
団体の支援のために、利用料の減免を行った。
・地域連携協定に基づき、区内活動団体や公益性の高い利用
に対し、利用料の減免を行った。

〇 〇
公益性の高い事業については共催事業として展開
し、適正に減免を実施している。事業の趣旨を丁寧
に話し合い、共催事業のさらなる充実を期待する。

〇 〇

項目

項目

利用料金の減免

利用料金の徴収

経理処理

現金の管理

優先予約

利用者の決定

利用受付期間

目標

・受付に利用申請業務を理解している職員を
常時1名以上配置する。また、利用希望者から
の相談があった場合には相談に応じる。

・「施設利用細則」に則り、公平に利用者を決
定する。

・優先予約は一般利用者の使用を制限しない
範囲にする。
・優先予約により施設利用する日を除く予約シ
ステムにて申し込む可能な日程を抽選開始日
の3週間前までにホームページで公表する。

・予約システムにおいて示された利用料金を徴
収する。

・徴収した利用料金は他の収入金と区別して収
支報告を行う。

・公演内容に公益性があると認めた場合は利
用料を減免する。

・紛失などの事故がないよう慎重に取り扱う。
・金融機関に速やかに入金する。
・事務所で保管する場合は金庫等安全に管理
する。

目標

01191154
テキストボックス
資料１



横浜市戸塚区民文化センター評価表 令和元年度

3

（ウ）　施設貸出業務

自己評価 Ｈ29 Ｈ30 行政評価 Ｈ29 H30

a

・ホール、ギャラリーについては1か月前を目安に、利用打合せ
を行った。
・打合せ事項のマニュアル等を整備し、誰が対応しても公平な
サービスができるように情報共有を行った。
・ご意見や苦情を整理し、迅速に改善できるよう努めた。

〇 〇

・打ち合せ時の質問事項をマニュアル化し、打ち合わ
せ内容の公平性を担保しているだけでなく、本マニュ
アルをホームページへ公表することで、必要な確認
事項を利用者に事前に把握してもらい、円滑な運用
を図っていることが評価できる。
・これまで一貫して増加していた利用料収入が平成
30年度に初めて低下している。予算目標は超えてい
るが、何故低下したのか、しっかり分析し、今後の施
設運営に生かして欲しい。

〇 〇

b
・適切に業務及び監督を行い、必要に応じて指導、助言を行っ
た。

〇 〇

・経験を積んだ専門の技術者による指導・助言が徹
底されている。
・舞台、ギャラリー利用中の事故等は発生しておら
ず、安全・適正に管理されている。

〇 〇

c
・問合せ、相談に対して、適切に対応した。
・施設見学や視察の希望に対しては、当日の申し出についても
柔軟に対応した。

〇 〇
法人や団体が事前に予約して行う施設視察だけでな
く、一般の利用者が当日に施設見学を希望された場
合にも、柔軟に対応している。

〇 〇

d
・選定後の市との協議の中で、防犯等の理由から、日常的には
オープンにせず、イベント時にはオープンホワイエに配慮するこ
とを確認した。

〇 〇

セキュリティ面から市と協議した結果を忠実に履行し
ている。なお、季節に合わせてホワイエ前のスペース
を装飾することで、景観の向上を図っている点は、利
用者からも好評であり、今後も継続して行っていただ
きたい。

〇 〇

e

・施設利用者だけではなく、区内の団体及び近隣施設で開催さ
れる催事についてもチケットの受託販売を行った。また、「戸塚
歴史ろまん」（戸塚区発行）の販売協力を行った。（29年度 234
冊　30年度 261冊）

◎ ◎

区内の他施設のチケット販売も受け入れており、販売
中のイベントについては、受付後方に掲示されている
ので、利用者にも配慮されている。「とつか歴史ろま
ん」や「とつかはしご酒ライブ」チケットの販売協力も
実施しており、区の事業にも積極的に協力していた
だいている。

◎ ◎

f レストランモアが運営する3階の102カフェを紹介した。 〇 〇 適正に管理している。 〇 〇

ｇ 適切に履行した。 〇 〇 日報を取りまとめ、月報として区に提出している。 〇 〇

項目

オープンホワイエ

ドリンクコーナー

報告書の作成

電話での問合せ、
施設見学対応

施設の貸出

チケット預り・販売
受託

指導、監督及び助
言

目標

・業務を実施した毎日の日報を作成する。

・利用者が希望する場合はドリンクコーナーを
運営する事業者を紹介する。

・施設利用者が事業を実施する場合、窓口で
のチケット預かり及び販売受託に対応可能とす
る。

利用がないときのホールホワイエについては原
則オープンとし、一般来場者へ無償での利用
を可能とする。オープンホワイエにした際は一
般来場者がホール客席内及び舞台裏に立ち
入れないような仕組みとする。

・電話による問合せ、相談には相談者の立場に
立って対応する。
・施設見学希望があった場合は利用を妨げ
ず、事務執行の支障のない範囲で対応する。

・利用者が施設を安全に利用できるよう適切な
助言を行う。
・ホールについては舞台技術者が指導、監督
を行う。舞台機構の操作は舞台技術者が行う。

・利用承認を得た利用者へ諸室及び設備・備
品を貸し出す。
・ホール、ギャラリーの貸出しにあたっては利用
者と利用日前に十分な打合せを行い、内容を
利用者と共有する。

01191154
テキストボックス
資料１



横浜市戸塚区民文化センター評価表 令和元年度

4

（ア）舞台設備の保守管理

自己評価 Ｈ29 Ｈ30 行政評価 Ｈ29 Ｈ30

ａ
・適切に履行した。
・不具合箇所を発見した際は、保守業者に速やかに対応を依頼
した。

〇 〇

舞台やその照明、音響機材、ピアノの保守点検につ
いて、それぞれ第三者委託することで、効率的に実
施している。また、平成29年度は、ホール内の転落事
故防止のため、手すりの設置を実施したが、区と速や
かに協議し、適切に対応していたことが評価できる。

〇 〇

ｂ ・メーカー推奨の定期保守点検を計画通り実施した。 〇 〇

年度計画で定めた点検を適正に実施している。ま
た、状況に応じて緊急で点検対応を実施している。
日常点検と合わせて、日々の点検により利用者に事
故なく運営している。

〇 〇

（イ）備品等の保守管理

自己評価 Ｈ29 Ｈ30 行政評価 Ｈ29 Ｈ30

ａ
・備品台帳を作成し、初度備品を適切に管理した。
・ホール音響設備の一部更新を実施した。
・新規購入備品については備品台帳に追加記載した。

〇 〇

・備品については、管理番号を割り振り、区別して管
理されているが、一部管理番号のついていない備品
も散見されるため、管理を徹底されたい。
・舞台関係の高度な備品については、利用者に不自
由がないよう、また、より質の高い講演等になるよう、
更新する備品についてもしっかり精査され、利用者の
満足度向上に繋がっている。

〇 〇

ｂ 適切に履行した。 〇 〇

ｃ 適切に履行した。 〇 〇

ｄ 各メーカーに依頼し、適切に履行した。 〇 〇

ピアノの保守管理については、ピアノメーカーの技術
者による定期保守点検を実施し、これを月報で報告
を受けているため、今後も継続して適正な管理に取り
組まれたい。

〇 〇

〇 〇

項目

事務消耗品

要求水準　イ　舞台設備等保守管理業務（要求水準書　83～84ページ）

項目 目標

施設の運営に支障をきたさぬよう、備品の管理
を行なう。
市が指定する様式で備品管理簿等を作成し、
その管理を行なう。
破損、不具合が生じたときには速やかに区に
報告を行なう。

・定期点検を実施する。また、各設備によりメー
カーから推奨された保守点検に基づき点検を
実施する。
　舞台機構　年間2回以上
　舞台照明　年間2回以上
　舞台音響　年間2回以上

・舞台設備に劣化や異常がないか目視点検を
行なう。
・使用時に問題が発生した時点で速やかな対
応、処理を行なう。

ピアノの保守管理

施設の運営に支障をきたさぬよう必要な事務消
耗品を購入し、管理を行なう。
不具合が生じたものに関しては随時更新を行
なう。

舞台消耗品

各部屋の消耗品の不具合については、日常的に点
検を実施しており、適切に履行している。

定期点検

施設の運営に支障をきたさぬよう必要な舞台消
耗品を購入し、管理を行なう。
不具合が生じたものに関しては随時更新を行
なう。

目標

日常点検

備品の保守管理

ピアノの保守管理を行うものは、納入ピアノメー
カーの技術研修を受け、保守管理に精通し
た、実績を持った技術者に依頼する。
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自己評価 Ｈ29 Ｈ30 行政評価 Ｈ29 Ｈ30

ａ

（平成29年度）
■鑑賞事業：25公演（リハーサル室会場含む）
■子ども向け鑑賞事業：3公演
■共催事業：8公演
「劇場への招待」
・戸塚出身の落語家柳家小せん師匠を中心に秋のさくらプラザ
寄席と新春寄席を開催。毎回楽しみに来館される方も増えた。

「素敵な音楽会」
・前橋汀子プロデュース公演シリーズは2回開催。チケットは毎回
完売となり、来場者の満足度も高い。(チケットは抽選申込制）
・若林顕ベートーヴェン、ピアノ・ソナタ全32曲シリーズの最終年
で年4回開催。仕事帰りに鑑賞できるコンサートとして平日夜8時
開演。着実に観客数は増えていることから、内容、時間等を再考
し次年度以降も同氏のシリーズ開催予定。
・鈴木理恵子室内楽シリーズは2回開催。
・名曲サロンは平日の昼間に気軽に楽しめるコンサートとしてリ
ハーサル室で開催。当館のサポートアーティストをはじめ、若手
芸術家に演奏機会を提供する場ともなっており人気が高いシ
リーズである。（４５分2回公演）

「My Favorite Series」
・クラシック以外の様々なジャンルの音楽を楽しんでいただける
シリーズとして3回開催。

（平成30年度）
今年度は開館5周年という節目の年であることから事業において
は関連企画を実施した。
■鑑賞事業：23公演
（ギャラリー、リハーサル室会場含む）
■子ども向け鑑賞事業：4公演
■共催事業：8公演

「劇場への招待」
・戸塚出身の落語家柳家小せん師匠を中心に秋のさくらプラザ
寄席と新春寄席を開催。恒例となり毎回楽しみに来館される方も
増えた。

・活動弁士 澤登翠とピアニスト 新垣隆による、名作無声映画上
映会を実施。人気の演目「チャップリン」「オペラ座の怪人」を語り
とピアノで楽しんでいただいた。

「素敵な音楽会」
・「開館5周年記念公演」とし、開館記念日にはピアニスト清塚信
也による公演を開催。チケットは即日完売し、横浜市内だけでは
なく遠方からの来場者もあり、さくらプラザの周知にも繋がった。
・その他にも、若手ピアニストジョージ・リーをはじめ日本国内外
で活躍するアーティストの公演を開催し、記念イヤーを盛り上げ
た。

(a)鑑賞事業

・平成29年度は鑑賞事業25公演、30年度は23公演を
実施しており、多くのお客様に足を運んでいただい
た。

・音楽コンサートのみならず、寄席やこども向け鑑賞
事業も実施しており、鑑賞の機会を幅広く提供してい
ることが評価できる。
・音楽ホールとして、質の高い鑑賞事業を展開すると
ともに、より幅広い年齢層のお客様にご来場いただけ
るよう、引き続き積極的な広報等を期待する。

・平成30年度のように、周年記念として事業を展開で
きていることが評価できるため、今後も企画する際に
意識して取り組まれたい。

◎ ◎

要求水準　ウ　事業実施業務（要求水準書　85ページ）

項目

b

自主事業の目的

（ア）　自主事業の企画実施業務

◎

目標

・施設機能を活かした質の高い鑑賞事業を実
施し、広く市民に鑑賞の機会を提供する。

・幅広い年代層に配慮し、すべての区民を対象
として想定する。

・特に音響性能を重視したホールがあることか
ら、アコースティックな音響を活かした公演を企
画実施する。

・戸塚区の内外から集客を見込める鑑賞事業
及び戸塚区民の参加を募り実施する事業を年
6回以上開催する。

・入場料については、区民が気軽に参加できる
料金を設定する。

・開催時期や多くの区民が参加しやすいような
時間帯となるよう配慮する。

（年６回以上）

◎

01191154
テキストボックス
資料１



横浜市戸塚区民文化センター評価表 令和元年度

6

◎

（29年度）
■子ども向けワークショップ：3回
■講座事業：2回
■拠点アーティスト創生事業：2回ほか
・「こどものための芸術の学校」
年間を通じ、参加無料で実施した。内容はコンテンポラリーダン
ス、演劇等で小学生から高校生までが参加した。また、今年は
「出張！トリエンナーレSpecial」として「横浜トリエンナーレ」応援
プログラムを実施。総合庁舎3F オープンスペース(区民広間)で
コンテンポラリーダンスを披露した。
・「ピアノグランプリ」
拠点アーティスト創生事業として実施しているコンクール。今年
度の予選・本選、昨年度の受賞者記念コンサートを開催。この事
業は他館（区民文化センターほか）との連携により予選審査・広
報などの協力を得ている。
・「さくらプラザ特待生」
プロを目指す若者が優れた芸術に触れる機会を増やすために
さくらプラザ主催事業を無料で鑑賞してもらうプロジェクト。ミー
ティングや試演会も実施。

■講座・ワークショップ　５回
・「夢いっぱいシリーズ」
0歳からのお子様と親子で楽しめる参加型のコンサート。
・「若林顕セルフプロデュース　ショパン全ピアノ曲シリーズ　プレ
講座」
2018年度スタートのシリーズをより楽しんでいただくための講座
を開催。
・「しゅんさくの部屋　紙コップ鈴で作る　連なる楽器」
さくらプラザ共有スペースに作品を飾り、通行する利用者にも楽
しんでいただいた。
・「パパといっしょにアイシングクッキーでXmasツリーをかざろう」
連携協定を結んでいる男女共同参画センター横浜(フォーラム)
を会場に使用。
・「ぱんだウインドオーケストラメンバーによる管楽器クリニック＆
コンサート」では楽器ごとにクリニックをで受けられることで、遠方
からも申込、参加いただいた。

〇b ◎
(B)普及事業、創造

支援事業

・子ども向けワークショップ、講座事業については、年
間で４回以上開催し、多くのお客様にご参加いただ
いている。大人向けの音楽講座はもちろん、親子で
参加できるワークショップまで幅広く展開しており、今
後も継続して取り組まれたい。

・拠点アーティスト創生事業として「ピアノグランプリ
2018」を開催しており、審査委員を招いた本格的な本
選はもちろん、前段として過去の受賞者による記念演
奏会を実施しており、集客にもつなげていることが評
価できる。

・創作室（練習室４）の稼働率について、この２年間は
どちらも区分割で64%であり、供用開始以降上昇傾向
を維持している。単に数字的な伸び率にとどまらず、
利用内容にも引き続き注目し、活用されたい。

・毎年度開催しているシンポジウムについて、平成30
年度は東京オリンピックを控える中で、公共文化施設
のありかたについて考える場を提供している。また、
開館５周年を絡めた体験型の講座も展開しており、施
設に興味を持っていただくきっかけづくりができてい
る。

・ディスカッションや見学など、積極的に参加できる機
会を創出することは、芸術の拠点として重要なことで
あると考えるため、今後も継続的に取り組まれたい。

・区民企画事業については、平成30年度は８団体と
多くの団体にご参加いただき、2,414名方にご参加い
ただいた。今後も、多くの区民団体が参加でき、文化
芸術に触れられる機会を創出してほしい。それだけ
でなく、これまでコンサート等の文化的事業に関わり
のなかった区民の方々にも来館してもらえるような取
組みを今後展開していくことを期待します。

・「講座・ワークショップ」
様々なジャンルのワークショップなどの入門的
な普及事業を、創作室などを活用して実施す
る。
（年４回以上）

〇
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（平成30年度）
■子ども向けワークショップ：4回

・「こどものための芸術の学校」
年間を通じ、参加無料で実施した。内容はパントマイム、ダンス
シアター、人形劇等で小学生から高校生までが参加した。芸術
を通し表現することの楽しさを感じてもらえた。レッスンの成果を
発表会で実感してもらった。子どもたちに達成感があり、保護者
からも高評価を得た。
・「おとぎ話の世界に入っちゃおう！」
オープンデーのプレ講座として開催。自分の好きな物語で“顔
はめパネル”を工作。オープンデー当日にフォトスポットとして飾
り、参加者以外にも好評を得た。

■拠点アーティスト創生事業：2回ほか

・「ピアノグランプリ」
拠点アーティスト創生事業として実施しているコンクール。今年
度の予選・本選、昨年度の受賞者記念コンサートを開催。この事
業は他館（区民文化センターほか）との連携により予選審査・広
報などの協力を得ている。

・「さくらプラザ特待生」
プロを目指す若者が優れた芸術に触れる機会を増やすために
さくらプラザ主催事業を無料で鑑賞してもらうプロジェクト。ミー
ティングや試演会も実施。

■講座・ワークショップ　５回

・「らららん♪ドレミシリーズ」
0歳からのお子様と親子で楽しめる参加型のコンサート。昨年ま
での「夢いっぱいシリーズ」の後継事業。動く・聴く・歌うなど毎回
テーマを変えて楽しんでいただいた。
・「平野公崇Sax即興演奏レクチャーコンサート」
実力派サクソフォニスト平野公崇による即興演奏についてのレク
チャーコンサート。クラシックを楽譜通りと即興での演奏の違いを
聴き比べたり、お客様が出した「音」をきっかけに即興で演奏す
るなどの参加型コンサート。

◎
(B)普及事業、創造

支援事業
◎b

・「講座・ワークショップ」
様々なジャンルのワークショップなどの入門的
な普及事業を、創作室などを活用して実施す
る。
（年４回以上）
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■29年度
・シンポジウム　「指定管理の矛と盾」
主に芸術文化振興に従事する者を対象にしたシンポジウム。基
調講演に続きパネリストによるディスカッションを実施。

・「区民企画」
戸塚区民による企画　4団体を採択。(ホール1、ギャラリー2、リ
ハーサル室1)
優先予約、広報協力を行った。

・「さくらプラザホール見学ツアー」
舞台装置、照明、音響の機材を実際に操作していただく体験ツ
アー。ホールでのミニコンサートもお楽しみいただいた。

■30年度
アートマネジメント講座：3講座ほか

・シンポジウム
「ポスト東京2020と公共文化施設」
間近に迫った東京オリンピックに向けて公共文化施設が求めら
れている事や、過去の事例、地域の様々な課題に対して文化に
よって何ができるかを提示することで文化施設の可能性をディス
カッションした。

・「あこがれのレセプショニストになってみよう！」
・「感謝をこめて ワンコイン・ピアノリサイタル」
公演にいらしたお客様に有意義な時間を過ごしていただくため
に必要なレセプショニスト（ホール案内）の業務体験をしていた
だくことで、ホール運営が大勢の人間で成り立っていることを理
解していただく。関連公演で案内業務の実践体験を行なった。

・「区民企画」
戸塚区民による企画募集。8団体を採択（ホール2、ギャラリー２、
リハーサル室3、練習室1）優先予約、広報協力を行った。

〇
(B)普及事業、創造

支援事業
b 〇

・「アートマネジメント講座」
区民自らが文化芸術活動の担い手となることを
ねらいとしたアートマネジメント課程を年1回以
上実施する。

・「区民企画事業」
広く区民の活動団体・個人を対象に、芸術性が
高く、先駆的な事業、または公益性の高い事業
を公募し、実施を支援。優先予約を行う。
（年2件程度）
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自己評価 Ｈ29 Ｈ30 行政評価 Ｈ29 Ｈ30

ａ

・横浜市アート教育プラットフォームと提携し、区内小学校の希
望を調整し芸術家を派遣しアウトリーチ事業を展開した。
■29年度（すべて体験事業）：5校
・小鼓：今井 尋也(東汲沢小）　3日間
・箏・尺八：内田　裕子（上矢部小）　1日間
・オリジナルソング作り:竹田えり(小雀小)　3日間
・演劇：齋藤 淳子（深谷台小）　3日間
・邦楽:石川 弥生(東俣野特別支援学校）　3日間
（参加者数　合計 611名）
■30年度：5校
＜体験＞
・和太鼓：丸山二郎（小雀小）2日間
・箏・尺八：内田裕子（上矢部小）1日間
・演劇：有吉宣人（舞岡小）3日間
・邦楽:石川 弥生(東俣野特別支援学校）3日間
＜鑑賞＞
・落語：柳家小せん（平戸小）1日間
（参加者数　合計537名）

〇 〇

・各年度５校ずつ、アウトリーチ事業を実施しており、
小学４年生を対象とし、音楽に触れる機会を創出して
いる。毎回小学生に希望を募り、企画を行っているこ
とは、継続してほしい。

・職員等の人脈も活用し、若手アーティストに積極的
に声をかけ、発表の場を創出しているため、事業を通
じてアーティストと学校をつないでいることが評価でき
る。

・今後は、アウトリーチ事業で参加した児童・生徒が
文化芸術活動に興味を持ち、さくらプラザで実施する
コンサートやイベントに足を運んでもらえるような取組
みとして展開していくことを期待する。

〇 〇

項目

（イ）地域の文化活動支援業務

〇

・区内の他施設において、文化芸術に触れる機会を
創出できているため、積極的な姿勢が見られる。

・幼稚園から高齢者施設まで幅広くアウトリーチを
行っており、それが継続して行われていることは評価
したい。

・区内の文化的拠点として、アウトリーチ事業は重要
な取組みと考えるため、継続して実施しつつ、これま
で実施していない他の様々な場所へも積極的に出向
き、戸塚区全体の文化活動を支援していく働きを期
待します。

・戸塚区演奏家協会の公演、とつか美術会などの展覧会など、
区民中心の事業や区民に門戸を広げる事業を優先したり、広報
の支援を実施した。

■29年度
・社会福祉施設などへのアウトリーチ事業：４回
・老人福祉センター「柏桜荘」に赴き、若手ピアニストの公演を開
催。地域住民も数多く訪れ、大変喜ばれた。
・訪問の家朋(重度障害者)においてパントマイムを実施。バルー
ンアートなどを一緒に楽しんでいただいた。
・秋葉幼稚園 誕生会に2回芸術家を派遣した。

■30年度
・戸塚区演奏家協会の公演、とつか美術会などの展覧会など、
区民中心の事業や区民に門戸を広げる事業を優先したり、広報
の支援を実施した。
・社会福祉施設などへのアウトリーチ事業：3回
・老人福祉センター「柏桜荘」、特別養護老人ホーム「太陽の國」
に赴き、若手ピアニスト、トロンボーンカルテットの公演を開催。
地域住民も数多く訪れ、大変喜ばれた。
・秋葉幼稚園 合同誕生会にゴスペルアーティストを派遣した。

業務の概要

〇

業務の目的

〇〇

b

目標

・身近な場所での鑑賞機会の創出や、ワーク
ショップへの参加機会を創出する。（年2回以
上）
・区内の様々な場所で区民の自主的な文化芸
術活動が実施されるよう、アプローチする。
・地元商店街、企業、学校、病院、福祉施設な
ど区内の様々な団体、施設と連携をとり実施す
る。

・区内学校などで、子供たちが芸術に触れる機
会を創出するプログラムを実施する。
（年5校以上）
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自己評価 Ｈ29 Ｈ30 行政評価 Ｈ29 Ｈ30

・情報コーナーは、区の広報コーナーとの位置づけになり、区の
管理となった。他団体が業務を受託したため、自主事業のチラ
シの配架を依頼した。

〇 〇
区役所内３階の情報コーナーにチラシを配架し、適
正に管理していた。

〇 〇

・隔月で発行し、区内各施設及び市内外の文化施設等に配架
を依頼したり、当館観客にも配布。個人にも希望者にはDⅯ送
付している。
・毎号、出演者へのインタビューを行い、アーティストの魅力や音
楽の理解を深める記事づくりをした。
・施設の情報発信だけではなく、地元の商店主を紹介するコー
ナーなど、広く地域の魅力発信にも努めた。

◎ ◎

情報誌「SAKURA」を隔月で発行している。情報誌内
の「戸塚見返親仁（とつかみかえりおやじ）」や、「出
張！戸塚新聞」のコーナーで、地元商店のPRを含め
るなど、施設の情報発信だけでなく地域のPRも積極
的に行っている。

〇 〇

・最新の情報提供に努めた。
・フェイスブックを活用し、事業の情報だけではなく、地域の情報
などをタイムリーに発信した。

〇 〇

ホームページについては、毎年度約350,000件のアク
セスがあり、PRに役立っていると考える。また、フェイ
スブックで積極的に事業情報を発信しているので、今
後も幅広い世代へのPRに取り組まれたい。

〇 〇

・交流掲示板の設置やネットワークを活かした情報収集により、
助言・提供を行った。 〇 〇

交流掲示板は区民の芸術活動の普及に貢献する重
要なものと考えるため、適正な管理にとどまらず、今
以上に積極的なPRに活用されることを期待する。

△ △

・チラシラックの拡充や配置の見直しなど、情報交流機能の充実
に努めた。
・メンバー募集や他の施設の情報なども積極的に配架している。

〇 〇
チラシラックには、自主事業だけでなく、地域の事業
等も配架されており、情報交流機能が充実している。
管理についても、適正に行われている。

〇 〇

（エ）相談業務（要求水準書　86～87ページ）

自己評価 Ｈ29 Ｈ30 行政評価 Ｈ29 Ｈ30

・広報・PR等により情報の収集・整理をし、相談に応じて提供を
行った。
・区内芸術・文化団体の会員募集の掲示やチラシの配架及び当
館の月間スケジュールやホームページに情報開示希望のもの
は掲載している。

△ △

交流掲示板をはじめ、情報の収集・広報について適
正に行われているが、区民文化センターは芸術の拠
点としての役割を担っているため、芸術・文化活動を
行っている区内団体の広報PRについては、今以上に
力を入れてほしい。

△ △

・施設案内や区民企画事業の募集チラシなどの送付や配布を
行い、区内団体への情報発信に努めた。

〇 〇

施設のPRを積極的に実施しており、区民文化団体の
利用率向上につながっていると考える。平成29年度
から30年度にかけて、区民企画事業は８団体に大幅
増加しているため、今後も継続して実施してほしい。

〇 〇

・常時窓口等での相談に応じた。ご意見については、出来るだ
け対面でお話しできるよう場を設けた。

〇 〇
お客様のご意見に対しては、可能な限り窓口で伺うこ
とに力を入れて取り組んでいるので、これを今後も継
続されたい。

〇 〇

・アンケートやご意見箱で意見の収集を行った。
・ヒアリングシートを導入し、お客様からの意見・要望・苦情をす
べて記録し、情報共有と対応を徹底した。
・区内文化団体や利用者から直接寄せられた要望をもとに、積
極的な改善に努めた。

〇 〇

平成29年度は146件、30年度は43件のご意見、ご要
望をいただいている。今後とも、ご利用者からのアン
ケートに向き合い、単に要望として受けるだけにとど
まらず、施設運営に反映していくよう検討されたい。

△ △

PR等情報提供業務

項目

（ウ）PR等情報提供業務（要求水準書　86ページ）

相談業務

目標

項目

情報ボードを設置するなど、区民相互の情報
交流を促進させる役割を担う。

芸術文化や様々な分野の活動を行っている区
民などの情報を蓄積し、提供できるようにする。

開館１２か月前までにwebサイトを開設し、随時
更新を行い最新情報を提供する。

開館２か月前をスタートとし、２か月ごとに一度
程度、情報誌を発行し、配布する。

３階の情報コーナーにおいて、文化関係のチラ
シ・ポスターの掲示等情報提供を行うとともに、
広報媒体の在庫管理を行う。

目標

文化芸術活動や施設運営等に関する区民
ニーズについて、利用者の意見や提案等を把
握する方法を講じる。

毎日８時間以上窓口で相談に応じることが出来
るように、人員体制を確保する。

区内文化団体等に対し、施設の情報等を提供
し、施設利用や事業への参加等についての働
きかけを行う。

地域の資源（場所・人材・文化団体・事業等）に
ついて、情報を収集し、相談に応じて提供でき
るように整理する。

01191154
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自己評価 Ｈ29 Ｈ30 行政評価 Ｈ29 Ｈ30

事前に区と調整の上、期日までに提出した。 〇 〇 期日までに全て提出を受けている。 〇 〇

(イ) 様式については区及び市と協議の上、期日までに提出した。 〇 〇

期日までに全て提出を受けている。
なお、収支決算書等を含む報告内容については、区
民にとってより分かりやすい内容となるよう継続して区
と協議されたい。

〇 〇

(ウ) 書類を提出した。 〇 〇
期日までに全て提出を受けている。
施設開館から５年が経過しているため、評価の方法
についても今後区と協議されたい。

〇 〇

中期的な事業展開について

平成31年度の計画

平成31年度の計画について
・「区民企画事業」や後援・共催事業により区民自らが活動したり、活動する機会の創出と支援をする。
・質の高い芸術の提供により区民の文化活動拠点としての評価を獲得するとともに、文化情報拠点としての充実
を図る。
・サービス向上や相談事業の充実による新規利用者の開拓とリピーター確保。
・さくらプラザファンを増やす。
・効率的な広報の実践。

事業展開 行政評価項目

中期的な事業展開につ
いて

地域に優れた芸術機関があり、「質の高い芸術」に触れられることそのものが持つ価値を広く区民が享受できる環
境づくりを進めます。優れた芸術によりステータスを高めるとともに、それを地域全体で共有し、活気ある地域づく
りに役立てるための地域連携を推進します。

１．青少年育成事業を強化し、こどもたちが「生きる力」を向上する機会を提供する。
２．地域や他施設・他団体との連携を強化し、共同事業を積極的に行う。
３．区内の活動団体が、安定的に継続して活動していくための支援を重点的に行う。
４．有料の鑑賞・普及事業の集客率向上による収支改良を行い、増益分を採算性の低い普及・育成事業に繰り
入れ、事業の充実・拡大を進める。

・前期５か年にあたる平成25年度から平成29年度までは様々な自主事業を展開し、
さくらプラザをＰＲすることで、着実に利用者数及び部屋利用率を伸ばしてきた。ま
た、区内の他施設や学校と連携した事業を展開する等、今後に繋がる様々な事業
を実施し、参加者からも好評を得ることができた。しかし、中期５か年の初年度にあ
たる平成30年度は、開館以来初めて利用者数及び部屋利用率が対前年度で下回
る結果となった。何故、下回ったのか、しっかり分析し、今後の施設運営に生かして
いって欲しい。加えて、これまで利用者等からいただいたご意見を今一度振り返り、
利用者ニーズを改めて把握し、利用者のさらなる満足度向上に向けたサービスを展
開していくことを期待する。

・区内の文化的拠点として、現在実施しているアウトリーチ事業を継続しつつ、これ
まで出向いていない他の様々な場所へも積極的に出向き、戸塚区全体の文化活動
をこれまで以上に支援していく働きをして欲しい。
　そうしたさくらプラザの事業展開により、これまで文化施設と関わりのなかった方々
もさくらプラザに興味を持ち、実際に足を運んでもらえるようになることで、潜在的な
利用者を掘り起こし、戸塚区全体の文化活動のさらなる発展に繋がっていくことを期
待します。

平成30年度の計画

平成30年度を見据えた計画について
・区民協働の仕組みを確立し、区民参加の機会を拡大。
・区民企画委員会の仕組みの確立と自ら企画し制作する過程へとシフト。
・区民の文化活動拠点としての評価を獲得し、文化情報拠点としての充実を図る。

ａ～ｅ

自己評価

ｆ

項目

要求水準　　エ　評価業務（要求水準書　87ページ）
（エ）評価業務

ｇ

(ｱ)
提
案
内
容

事業報告

目標

事業報告書提出後1か月以内に提出する。

年度終了後、2か月以内に運営実績、文化事
業報告、収支決算書等を提出する。

8月末までに次年度の事業計画概要を作成し
区へ提出する。次年度事業計画を作成し、12
月末までに区の確認を受ける。
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